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本定例会に付議された議案件名 

 

議案第46号 平成20年度宝達志水町一般会計補正予算（第１号） 

議案第47号 平成20年度宝達志水町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

議案第48号 平成20年度宝達志水町老人保健特別会計補正予算（第１号） 

議案第49号 平成20年度国民健康保険志雄病院事業会計補正予算（第１号） 

議案第50号 宝達志水町男女共同参画審議会設置条例について 

議案第51号 宝達志水町企業立地促進法第10条第１項に基づく緑地面積率等条例について 

議案第52号 宝達志水町温泉施設条例の一部を改正する条例について 

議案第53号 宝達志水町農林水産事業分担金等徴収条例の一部を改正する条例について 

報告第２号 専決処分の報告について 

      専決第２号 平成19年度宝達志水町一般会計補正予算（第７号） 

報告第３号 専決処分の報告について 

      専決第３号 平成19年度宝達志水町一般会計補正予算（第８号） 

報告第４号 専決処分の報告について 

      専決第４号 平成19年度宝達志水町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

報告第５号 専決処分の報告について 

      専決第５号 平成19年度宝達志水町老人保健特別会計補正予算（第２号） 

報告第６号 専決処分の報告について 

      専決第６号 平成19年度宝達志水町介護保険特別会計補正予算（第４号） 

報告第７号 専決処分の報告について 

      専決第７号 平成19年度宝達志水町国民健康保険直営診療所特別会計補正予 

            算（第２号） 

報告第８号 専決処分の報告について 

      専決第８号 平成19年度宝達志水町ケーブルテレビ事業特別会計補正予算 

            （第３号） 

報告第９号 専決処分の報告について 

      専決第９号 平成19年度宝達志水町下水道事業会計補正予算（第５号） 

報告第10号 平成19年度宝達志水町一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について 
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報告第11号 平成19年度宝達志水町一般会計予算事故繰越し繰越計算書の報告について 

報告第12号 平成19年度宝達志水町下水道事業会計予算繰越明許費繰越計算書の報告につ 

      いて 

報告第13号 専決処分の報告について 

      専決第10号 宝達志水町国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

報告第14号 専決処分の報告について 

      専決第11号 宝達志水町税条例の一部を改正する条例について 

報告第15号 専決処分の報告について 

      専決第12号 宝達志水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

報告第16号 宝達志水町土地開発公社の経営状況について 
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午前10時02分開会 

 

◎開会・開議 

○議長（近岡義治君） ただいまから平成20年第２回宝達志水町議会定例会を開会いたし

ます。 

 ただいまの出席議員は14名であります。よって、地方自治法第113条に規定する定足数

に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（近岡義治君） それでは、日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、宝達志水町議会会議規則第120条の規定によって、13番 北 信幸

君、１番 萩山恭子君を指名いたします。 

 

◎会期の決定 

○議長（近岡義治君） 次に、日程第２ 会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から６月19日までの８日間にしたいと思い

ます。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」という声あり〕 

○議長（近岡義治君） 御異議ないものと認めます。したがって、会期は本日から６月19

日までの８日間に決定いたしました。 

 

◎諸般の報告 

○議長（近岡義治君） 次に、日程第３ 諸般の報告を行います。 

 まず、過剰な農薬取締法により、植物からなる、農業用有機資材を締め出す不法な行政

指導の改善を求める意見書提出に関する陳情書は、お手元に配付しておきましたから、御

了承願います。 

 次に、監査委員から、平成20年４月分に関する例月出納検査結果の報告がありましたの

で、写しをお手元に配付しておきましたから、御了承願います。 

 次に、今定例会の説明員の職、氏名は、一覧表としてお手元に配付のとおりであります。 
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 これで諸般の報告を終わります。 

 

◎町長提出議案の上程・説明 

○議長（近岡義治君） これより、本日町長から提出のありました議案第46号 平成20年

度宝達志水町一般会計補正予算（第１号）から報告第16号 宝達志水町土地開発公社の経

営状況についてまでを一括して議題といたします。 

 提出者の提案理由の説明を求めます。 

 町長 中野茂一君。 

〔町長 中野茂一君 登壇〕 

○町長（中野茂一君） 本日ここに、平成20年第２回宝達志水町議会定例会を御招集申し

上げましたところ、議員各位におかれましては、公私ともに御多忙の折にもかかわらず、

御応招を賜り心からお礼を申し上げます。 

 まず最初に、皆様御承知のように、５月は、世界的にも大変大きな災害が発生いたしま

した。 

 上旬には、東南アジアのミャンマーで、大型のサイクロンが上陸し、大変多くの人々が

死傷し、あるいは住居をなくされるなど、およそ130万人もの人々が被害に遭ったと言わ

れています。 

 また、中旬には、隣国の中国・四川省で、マグニチュード８もの大規模な地震が発生い

たしました。 

 延長300キロにも及ぶ活断層の一部のずれの影響から、広範囲にわたって建物の倒壊や

土砂崩れが起こり、これまでに死者が約７万人、負傷者が約37万人という、想像を絶する

ような被害が出ています。そして、土砂崩れにより河川がせきとめられてできた湖は、決

壊のおそれがあり、さらなる被害が懸念されるところであります。 

 私たちは今、能登半島地震から１年２カ月余りが経過し、復興に取り組んでいるところ

でありますが、自然災害の怖さを改めて痛感いたしているところでございます。 

 次に、町内におけるクマの出没の件についてであります。 

 去る４月20日、宝達地内の山中で足跡が発見されて以来、これまでに足跡の発見が３件、

クマとの遭遇が９件報告されています。幸いに人的被害はなかったものの、集落付近で発

見される回数が昨年に比べて多くなったことは、特に注意しなければならないことと考え

ております。 
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 これまでに講じた対策といたしましては、速やかに周辺のパトロールに当たるとともに、

発見現場付近に注意看板を設置し、また、ケーブルテレビでの文字放送や町のホームペー

ジに掲載するなど、周知に努めたところでございます。また、捕獲おりの設置も行いまし

た。 

 先日、羽昨市地内において、雄グマ１頭が走ってきたトラックと衝突するというアクシ

デントにより、結果的に駆除されましたが、まだまだほかにも生息していると思われるこ

とから、今後とも警戒体制を続ける方針でございます。町民の皆様におかれましても、外

出時には十分に注意をお願いしたいと存じます。 

 次に、小学校運動会に関する脅迫事件についてであります。 

 去る５月17日、役場の日直に、翌18日からの運動会に硫化水素をまくとの脅迫電話があ

りました。町教育委員会では、緊急に会議を開き、協議の結果、運動会を中止しないこと

を決定するとともに、石川県警を初めとする関係各位の協力を得て、万全の警戒体制のも

と、同月31日までに小学校５校の運動会を無事終えたところでございます。 

 結果的には、何事もなく安堵しているところでございますが、子供たちや保護者、地域

の方々の大切な行事を、このような暴力的な手段で中止させようとする行為は断じて許さ

れることではなく、関係機関において、いち早く真相が解明されることを願っているとこ

ろであります。 

 また、先日、東京の秋葉原では、通り魔により７人もの大事な命が奪われました。一昔

前には想像もつかなかった、このような見ず知らずの人間に対する殺傷事件が、近年増加

しつつあります。さきに申し上げました運動会の事件も、この小さな町にあって、非常に

大きな衝撃であり、以前では考えられないとても深刻な問題であります。 

 町といたしましても、町民の皆さんが安全、そして安心して生活できるよう、防犯体制

のさらなる整備に取り組まなければならないと考えております。 

 次に、混迷する国政の問題であります。 

 特に、道路特定財源となるガソリン税の暫定税率が３月31日で失効し、５月１日に復活

するというドタバタ劇は、消費者や販売店ばかりでなく、社会経済全体に大きな混乱をも

たらすとともに、地方自治体の道路関係予算に財源不足という大きな問題を残しました。 

 公共交通機関が少ない私たち地方において、道路は必要不可欠な社会資本であり、その

整備は最も重要な施策の一つであることから、道路特定財源の必要性は今さら申し上げる

までもなく、ぜひとも確保していただきたいと考えているところでございます。 
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 しかしながら、今日のガソリン価格の高騰と相まって、暫定税率の廃止や一般財源化を

望む声も多いことから、地方における道路整備の必要性について理解が得られるよう与野

党間で十分に論議を重ねていただき、今後とも道路整備が計画的に推進できるような制度

の構築に努めていただきたいと願っております。 

 また、後期高齢者医療制度や年金問題などについても、今日の高齢化社会においては大

変重要な問題であり、一刻も早く問題を解決し、高齢者が安心して生活できるよう努力し

ていただきたいと願っております。 

 それでは、今定例会に提案いたします、平成20年度予算補正に関する議案４件、条例の

制定及び改正に関する議案４件、また、報告案件といたしまして、平成19年度予算の専決

補正に関する案件８件、平成19年度予算の繰り越しに関する案件３件、条例改正の専決処

分に関する案件３件、宝達志水町土地開発公社の経営状況に関する案件１件について、順

次、説明させていただきます。 

 まず、議案第46号 平成20年度宝達志水町一般会計補正予算（第１号）についてであり

ます。 

 今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ820万3,000円を追加し、歳入歳

出予算の総額をそれぞれ75億5,220万3,000円とするものであります。 

 歳入歳出予算のうち、歳出につきましては、総務費において、宝くじ助成で行う小川地

区子どもの広場遊具設置に要する経費を追加いたしております。 

 農林水産費では、県営ほ場整備事業計画策定に係る散田地区の計画策定及び志雄地区の

変更計画策定等に伴う経費を追加いたしております。 

 商工費では、本年７月19日から10月26日の100日間、能登４市５町で開催されます「能

登ふるさと博」に係る経費を追加いたしております。 

 教育費では、各小学校にＡＥＤの配置に要する経費を、また、平成20・21年度に志雄小

学校、押水中学校において実施する児童・生徒の活用力向上モデル事業に係る経費を、ま

た、能登半島地震で被害を受けた町指定文化財の修繕に要する経費及び解体修繕中の県指

定文化財岡部家の再設計等に要する経費を追加いたしております。 

 財源となります歳入予算につきましては、県支出金、寄附金、繰入金、諸収入、町債を

充てるものであります。 

 次に、議案第47号 平成20年度宝達志水町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）に

ついてであります。 
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 今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ420万円を追加し、歳入歳出予

算の総額をそれぞれ15億5,895万1,000円とするものであります。 

 歳出につきましては、国保直診の医療機器購入に伴い繰出金として計上するものであり、

歳入につきましては、国庫補助金を充てるものであります。 

 次に、議案第48号 平成20年度宝達志水町老人保健特別会計補正予算（第１号）につい

てであります。 

 今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,344万6,000円を追加し、歳入

歳出予算の総額をそれぞれ２億9,060万3,000円とするものであります。 

 内容につきましては、前年度医療費の精算を行いたいとするものであります。 

 次に、議案第49号 平成20年度国民健康保険志雄病院事業会計補正予算（第１号）につ

いてであります。 

 今回の補正は、建設改良事業といたしまして、エックス線テレビの老朽化に伴う更新及

び映像データ院内配信システムの構築に係る経費を計上するものであります。 

 この結果、収益的収入及び支出ともに64万5,000円を追加し、総額をそれぞれ11億2,967

万6,000円とするものであります。 

 また、資本的収入では、1,920万円を追加し、総額を7,106万4,000円とし、資本的支出

では4,000万円を追加し、総額を１億6,156万1,000円とするものであり、収入が支出に対

して不足する額9,049万7,000円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんするものでありま

す。 

 次に、議案第50号 宝達志水町男女共同参画審議会設置条例についてであります。 

 男女共同参画社会の実現は、今では世界的に取り組まれている問題であります。 

 日本では、平成11年に男女共同参画社会基本法が公布、施行されましたが、今日の社会

において、女性が責任を伴う影響力のある仕事についている割合は、世界の中でも下位で

あり、男女格差解消は大変重要な課題の一つであります。 

 本案は、宝達志水町男女共同参画審議会を設け、本町において男女が社会の対等な構成

員として、社会のあらゆる分野における活動に参画する機会の確保と、促進のための活動

に関する基本方針を定めるため、必要な事項を規定するものでございます。 

 次に、議案第51号 宝達志水町企業立地促進法第10条第１項に基づく緑地面積率等条例

についてであります。 

 本案は、石川県の産業集積の形成及び産業の活性化などに関する基本計画の中で、特に
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企業立地を図るべき重点区域として指定されている柳瀬第二工場適地・敷波地区と杉野屋

地区において、企業が造成する敷地面積に対する緑地や環境施設面積の割合を５％ないし

10％緩和し、もって企業立地を促進しようとするものであります。 

 次に、議案第52号 宝達志水町温泉施設条例の一部を改正する条例についてであります。 

 本案は、本年３月に石川県が定めた入浴料金の統制額の指定に準じて、古墳の湯の大人

の入浴料金を350円から420円とし、70円増額改定するものであります。何とぞ御理解を賜

りたいと存じます。 

 次に、議案第53号 宝達志水町農林水産事業分担金等徴収条例の一部を改正する条例に

ついてであります。 

 本案は、国が農業構造の確立及び農村社会の持続的な発展を目的として、県営土地改良

事業のほ場整備の負担率について、農業法人育成型、面的集積型など新たな区分を設ける

とともに、補助率を５％上乗せし、地元負担率の低減を内容とする改正であります。 

 これによって、現在、工事を進めております南吉田地区を初め、子浦地区、散田地区の

受益者の皆様には、従来に比べ少ない負担で事業を進めていただくことができるようにな

ります。 

 続いて、報告第２号から報告第９号までの８件は、いずれも平成19年度における各会計

の補正予算において、専決処分の承認を賜りたいとするものであります。 

 まず、報告第２号は、平成19年度宝達志水町一般会計補正予算（第７号）についてであ

ります。 

 今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ406万8,000円を追加し、歳入歳

出予算の総額をそれぞれ73億8,737万3,000円としたものでございます。 

 内容は、除雪に要する経費の追加によるものであります。 

 財源といたしましては、繰入金を充てるものであります。 

 次に、報告第３号は、平成19年度宝達志水町一般会計補正予算（第８号）についてであ

ります。 

 今回の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億4,547万円を減額し、歳

入歳出予算の総額をそれぞれ72億4,190万3,000円としたものでございます。 

 歳入歳出予算のうち、歳入にあっては、町税の収納状況、地方交付税、地方譲与税等の

確定による更正を行っているほか、国・県支出金、町債等の特定財源にあっては、事務事

業の精算見込みによる補正が主なものであります。 
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 一方、歳出予算につきましては、事務事業の精算及び財源の組み替え更正を講じたもの

が主なものであります。 

 以下、これから説明いたします他の会計につきましても、事業の精算見込みに伴うもの

であります。 

 報告第４号は、平成19年度宝達志水町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につい

てであります。 

 今回の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ6,422万5,000円を減額し、歳

入歳出予算の総額をそれぞれ16億2,654万8,000円としたものでございます。 

 次に、報告第５号は、平成19年度宝達志水町老人保健特別会計補正予算（第２号）につ

いてであります。 

 今回の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ9,888万2,000円を減額し、歳

入歳出予算の総額をそれぞれ19億1,206万4,000円としたものでございます。 

 次に、報告第６号は、平成19年度宝達志水町介護保険特別会計補正予算（第４号）につ

いてであります。 

 今回の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ8,524万4,000円を減額し、歳

入歳出予算の総額をそれぞれ12億7,077万1,000円としたものでございます。 

 次に、報告第７号は、平成19年度宝達志水町国民健康保険直営診療所特別会計補正予算

（第２号）についてであります。 

 今回の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ231万円を減額し、歳入歳出

予算の総額をそれぞれ6,051万円としたものでございます。 

 次に、報告第８号は、平成19年度宝達志水町ケーブルテレビ事業特別会計補正予算（第

３号）についてであります。 

 今回の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,186万円を減額し、歳入歳

出予算の総額をそれぞれ7,959万4,000円としたものでございます。 

 次に、報告第９号 平成19年度宝達志水町下水道事業会計補正予算（第５号）について

であります。 

 今回の補正は、収益的収入で592万円を追加し、５億6,642万円とし、収益的支出は

1,850万円を減額し、６億5,158万円とし、また、資本的収入は、1,380万円を減額し、資

本的収入の総額を、９億4,904万8,000円に、資本的支出についても、1,380万円を減額し、

資本的支出の総額を11億6,168万3,000円としたものでございます。 
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 続いて、報告第10号 平成19年度宝達志水町一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告

についてであります。 

 これは地方自治施行令第146条第２項の規定により、繰越計算書の報告をするものであ

ります。 

 農林水産業費では、県営事業負担金、災害復旧費では、農業施設災害復旧事業の経費に

ついて、適切なる予算の執行を図るため、次年度へ繰り越したものであります。 

 次に、報告第11号 平成19年度宝達志水町一般会計予算事故繰越し繰越計算書の報告に

ついてであります。 

 これは地方自治施行令第150条第３項の規定により、繰越計算書の報告をするものであ

ります。 

 総務費では、企業誘致対策事業において、冷却水送水施設等の決定に不測の日数を要し

たため、また、土木費では、道路整備事業において、土地取得に係る関係者との協議及び

登記作業に不測の日数を要したことから、それぞれ次年度へ繰り越して使用するものであ

ります。 

 次に、報告第12号 平成19年度宝達志水町下水道事業会計予算繰越明許費繰越計算書の

報告であります。 

 これは地方公営企業法第26条第３項の規定により、繰越計算書の報告をするものであり

ます。 

 公共下水道樋川処理場建設工事委託料について、適切なる予算の執行を図るため、次年

度へ繰り越ししたものであります。 

 続いて、報告第13号は、地方税法の一部改正により、宝達志水町国民健康保険条例の一

部改正を専決処分したものであります。 

 その内容につきましては、国民健康保険法が改正され、療養給付費の一部負担金の割合

で、２割負担の対象年齢を３歳未満から義務教育就学年齢に拡大する内容のものでありま

す。 

 次に、報告第14号は、地方税法の一部改正により、宝達志水町税条例の一部改正を専決

処分したものであります。 

 主な内容といたしましては、住民税関係では、条例により指定した寄附金を寄附金控除

の対象とする制度の創設や、地方公共団体に対する寄附金制度いわゆるふるさと納税の創

設に伴う見直しのほか、公的年金受給者の納税の便宜等を図る観点から、個人住民税に公
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的年金からの特別徴収制度を導入し、固定資産税関係では、長期にわたり使用できる質の

高い住宅や、省エネ改修を行った住宅に対する軽減措置の創設などであります。 

 また、報告第15号も、地方税法の一部改正に伴い、宝達志水町国民健康保険税条例の一

部改正を専決処分したもので、その内容といたしましては、後期高齢者医療制度の開始に

伴い、引き続き国保に加入する被保険者の負担が急激に増加しないように軽減措置を設け

るものであります。 

 最後に、報告第16号 宝達志水町土地開発公社の経営状況についてであります。 

 昨年度は、新たな用地取得などの投資的事業は行っておりません。また、保有土地の処

分については、宝達駅東部用地で１区画を売却しております。 

 これにより、平成19年度の収支は、1,444万9,735円の欠損となっています。 

 公社が保有する土地は、現在８カ所28区画あり、ここ数年販売実績が上がらないことか

ら、経営状況はますます悪化する一方であります。 

 これまで、一般会計だけに求められていた町の財政状況に関する指標は、平成20年度決

算から下水道事業、病院事業、土地開発公社なども含めたいわゆる連結決算の考え方とな

ることから、保有土地を早期に完売できるよう努力してまいりたいと考えております。何

とぞ御理解を賜りたいと思います。 

 以上、案件の提案理由を申し上げましたが、何とぞ慎重なる御審議の上、適切なる御決

議を賜りますようお願い申し上げ、説明を終わります。 

○議長（近岡義治君） 提出者の提案理由の説明は終わりました。 

 

◎質  疑 

○議長（近岡義治君） ここで、議案第46号から報告第16号に対する質疑を許します。質

疑はありませんか。 

〔「なし」という声あり〕 

○議長（近岡義治君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結いたします。 

 

◎一般質問 

○議長（近岡義治君） 次に、一般質問を行います。 

 宝達志水町議会会議規則第61条第２項の規定による一般質問の通告がありましたので、
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発言を許します。 

 ２番 柴田 捷君。 

〔２番 柴田 捷君 登壇〕 

○２番（柴田 捷君） 私は、３項目について中野町長にお尋ねいたします。 

 まず、バイオマスタウン構想についてであります。 

 私たちは、経済的な豊かさと便利さを手に入れ、生活基盤の多くを将来枯渇するであろ

う石炭や石油などの化石資源に頼ってきました。その結果、自然の浄化能力を超え、地球

温暖化などの環境問題を深刻化させております。 

 我が国では、平成14年にバイオマス・ニッポン総合戦略が策定され、政府を挙げてバイ

オマスの利活用を推進しております。樹木などの植物は、水を吸い、太陽を浴び、大気中

の二酸化炭素を吸収して成長しますので、燃やしても、放出される二酸化炭素は成長過程

で吸収したものを放出するので、増加しない特性があり、化石資源をバイオマスで代替す

ることによって、地球温暖化を引き起こす二酸化炭素の排出削減に貢献することができる

とされております。 

 かねてから、本町の針山地内で建設が進められてまいりました木質バイオマス発電所は、

今月から本格稼働されると聞いております。本町においては、この木質バイオマス発電所

いしかわグリーンパワーを活用し、地球温暖化の防止や環境型社会の形成、新たな産業や

雇用の創出及び地域活性化などの観点から、町内や地域にあるバイオマス資源を総合的に

利活用するシステムを目指したバイオマスタウン構想が計画されております。 

 そこで、この構想について、１点目として、バイオマスタウン構想を進めるに当たって

どのような背景があるのか、また、解決すべき課題は何か。 

 ２点目として、バイオマスタウンとはどのような地域を指すのか。 

 ３点目として、具体的な構想案は、有識者等から成る諮問機関等の提言を待って作成さ

れると思いますけれども、現時点で考えている構想について、バイオマスの利活用方法、

推進体制などの基本的な構想、将来のあるべき姿をどのように展望し、どのような効果を

期待しているのか。 

 ４点目として、構想の実施により、過疎化や高齢化が進み、荒廃する里山の再生・保全

と地域の活性化が見込まれるのかどうなのかをお聞きしたいと思います。 

 次に、公共施設の統廃合による空き施設の有効利用についてであります。 

 合併して３年が経過し、同一施設の統廃合や社会動向による施設の統廃合が進められて
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おりますが、廃止または統廃合となった空き施設をどのようにされるのかについてお尋ね

いたしたいと思います。 

 宝達志水町の現在の財政状況では、すべてを取り壊し、整地することはほとんど不可能

に近い状況にあるのではないかと考えるものでございます。施設をそのまま放置すること

は、青少年のたまり場となり、非行にもつながるのではないかということも懸念されると

ころであります。 

 御承知のように、本町の若者たちは、町外に就職している者が多く、地区での活動とし

て伝統文化の保存を行ってはおりますが、地域での活動が薄れているように思います。青

年たちの中には、その地域にしかない独自性を再認識し、地域とのかかわりの中で地域が

元気になればよいと思うとの意見が聞かれます。 

 そこで、このように意欲のある青年層を中心に、各層の人たちが幅広く自由に活動がで

きる拠点の場として、空き施設を提供すればどうかと考えておりますが、町長のお考えを

お聞きしたいと思います。 

 最後に、町長の行政運営についてお尋ねをいたします。 

 町長におかれましては、平成17年４月、宝達志水町の初代町長に就任されて以来、早い

もので４年目に入りました。この間、地域格差の是正、生活や教育環境の整備、行財政改

革の推進、さらには企業誘致など、多くの重要課題に取り組んでこられたことに対して敬

意を表したいと思います。昨年、作成されました第１次宝達志水町総合計画の具現化に向

け、町民の視点に立ったきめ細かな施策を期待するものであります。 

 私は、昨年から議員の一人として町政にかかわってきましたが、殊のほか厳しい財政状

況のもと、町政に対して町民からいろいろと厳しい声が寄せられてまいります。町長とし

て、これまでの行政運営に当たって信条等がございましたらお聞きをし、私の一般質問を

終わります。 

○議長（近岡義治君） 町長 中野茂一君。 

〔町長 中野茂一君 登壇〕 

○町長（中野茂一君） ２番 柴田議員の質問にお答えいたします。 

 まず、第１点目の町内における有効な資源を活用したバイオマス構想についての質問で

ありますが、初めに、本町においてバイオマスタウン構想を進めるに当たっての背景と、

今後の課題についての質問にお答えする前に、バイオマスとは何かについて再認識させて

いただきたいと思います。 
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 議員も御承知のとおり、バイオマスとは動植物から生まれた再生可能な有機性資源の総

称であり、本町における代表的な有機性資源のそれぞれのものを例えて挙げるならば、木

竹、それぞれのくず、あるいは稲わら、もみ殼、あるいは雑穀等の殻等を初めとする、あ

るいはまた家庭から出される生ごみ、廃油等があります。まだまだほかにたくさん我が町

にもあると思います。 

 それでは、今なぜバイオマスの利用促進が言われているかと申しますと、現在、石油に

代表されます化石資源の使用により、大気中のＣＯ２が増加の一途をたどっております。

そして、これに伴う地球温暖化は、既に世界じゅうが危機的意識を持つところまで来てお

ります。これ以上の地球温暖化を防ぐとともに、現在の地球環境を守るかぎとして、我が

国では、ＣＯ２を増加させないバイオマスの有効活用に向け、官民挙げて取り組んでいる

ところであります。 

 そんな中、本町では、このバイオマス活用の最先端を走る事業の一つとして、未利用、

要するに使用していない間伐材を初めとする木質資源を活用した、バイオマス発電所とし

ては国内有数の規模を誇るいしかわグリーンパワーの誘致に成功し、既に操業を開始した

ところであります。 

 そこで、今後は、この一つのバイオマス活用の先進事例を背景として、その他のバイオ

マスの利活用に向けて構想策定に取り組みたいとするものであります。そして、現在の課

題として、まずは町内で活用できるバイオマスの種類と量を早急に把握することが必要で

あると考えております。 

 次に、バイオマスタウンとは、どのような地域を指すのかと問われたわけでありますが、

バイオマスタウンとは、一部のバイオマスだけではなく、また、一部の人だけではなく、

地域みんなで、地域のバイオマス全体を効果的に利用することが必要であることから、今

回の構想では、宝達志水町全体を一つのバイオマスタウンであると考えております。 

 次に、具体的な構想につきましては、御質問にもございましたように、今後しかるべき

機関を設置し、慎重に審議を重ねた上で策定してまいりたいと考えております。バイオマ

スの利活用の方法並びに推進体制につきましては、この機関による審議の根幹をなすとこ

ろから、今は予断を持たず、今後の審議結果を踏まえて、適当な時期で皆さん方にお示し

して御意見を賜っていきたいと、こう考えております。 

 将来のあるべき姿をどう展望し、どのような効果を期待しているのかという問いでござ

います。 
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 バイオマスタウン構想の推進には、大きく言えばやはり地球温暖化の防止にもつながる

わけでございますし、また、循環型社会の形成にもつながるわけです。そしてまた、新た

な産業の創出も考えられます。農山漁村の利活用すなわち活性化、これなどに寄与するも

のとやはり大きな期待を持っているところであります。 

 バイオマスタウン構想の実施には、過疎化などが進む里山の再生・保全及び地域活性化

が見込まれるかとの問いでもございました。 

 先ほどもお答えしたように、バイオマスタウン構想は、地域のみんなで、地域のバイオ

マス全体を効果的に利用することでありますので、この構想が里山の再生・保全及び地域

活性化に役立つことは当然のことであり、またそうあるべきことと考えておりますので、

御理解を賜りたいと思います。 

 次に、２点目の公共施設の統廃合に伴う空き施設の利用計画についての質問であります

が、現在、町といたしましては、施設の統廃合により使用しないこととした施設は、維持

管理費の節減という見地から、基本的には再利用しない方針でありますが、中にはまだま

だ使用に耐える施設もあるところから、これら施設の民間による、質問にあったように、

自己責任のもとでの有効活用につきましては、何ら否定するものではなく、今後利用した

いとのそれぞれの要望がありましたらば、前向きに検討してまいりたいと、こう考えてお

りますので、御理解賜りたいと思います。 

 柴田議員が懸念される、非行の場になるのではないかとの問いでございますが、これま

で以上に空き施設の巡回を強化しております。事前に問題行動を発見し、未然の防止に今

後も努めていきたいと、こう考えておりますので、御理解を賜りたいと思います。 

 次に、３点目の町政運営における町長としての信条は何かとの質問でございます。 

 私は、宝達志水町の町長としてこれまでの３年間、「民（たみ）信なくば立たず」を政

治信条として町政運営に取り組んでまいりました。そして、町政に対する皆さん方の信頼

を盤石なものにするために、常に開かれた町政運営を行ってきたつもりであります。 

 今さら申し上げるまでもなく、本町は、旧押水・旧志雄、両町の合併により誕生した町

であります。 

 この合併により、旧町の２倍となった住民パワーを一つにまとめていかなければいけな

い。そして、希望あふれる新町を築くためにも、宝達志水町１万5,000町民の町政に対す

る厚い信頼と、かたい団結が何よりも大切だと思ってきました。住民融和を大切にしなが

ら、日々町政に取り組んできたわけでございます。今後もさらなる御協力と御指導、御鞭
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撻の賜らんことをお願い申し上げまして、柴田議員の質問にお答えさせていただきます。 

 終わります。 

○議長（近岡義治君） 次に、５番 川崎與一君。 

〔５番 川崎與一君 登壇〕 

○５番（川崎與一君） 私は、１点について町長の見解をただしたいと、このように思っ

ております。ただし、一般質問に入ります前に、今も柴田議員からも町長に対するお言葉

がありましたけれども、この厳しい財政の中で、町長を含めた当執行部並びに担当課長に

ついては、大変なる町民の声も十分な理解をしながら大変な行政活動を行っていただいて

おるものと、これについては感謝をいたすところでございます。 

 それでは、私の本日提案、議案の提案にも出されております、ほ場整備における補助率

の軽減という問題であります。 

 先ほどの町長の提案理由にもありましたとおり、法人並びに面的集積等々を設けること

により、補助率を５％上乗せするというしっかりとした言葉が提案理由の中に述べられて

おります。しかし、先般の全員協議会の中で示された比率を見てみますと、言葉に言った

言葉と住民・町民に対する提案が違っているじゃないかと。 

 そこはどういう点かと申しますと、従来、基盤整備における我が町の、県はちょっと置

きますけれども、町・地元負担が町が12％、地元８％という形が現在うたわれております。

それが、現在、この５％の上乗せをすることによって、法人化に二の足を踏んでいる営農

並びに中山間地等々においては５％の補助率を加味し、地元理解が求められやすい。また、

それに携わる集落の区長さんを初めとした方々が説明のしやすい形の中で国が５％という

ものを提案されたと思います。 

 しかるに、我が町では、先ほども申し上げました、12％、８％が本来ならば国・県の指

針等々を、先般、課長から一部いただきまして私の手元にありますけれども、国・県、町

の補助率は従来と変わっていなく、今まさしくここに示されておる地元負担の軽減の中で

県のガイドラインが示されておるように見受けます。とすれば、言うまでもなく、町12％、

地元８％であるものが今、法人並びに面的集積をいざしようという集落については、町

12％、地元３％というのが、法人等々については、担当する集落の役員については大変な

御努力があると思いますし、軽減したから単純にこの施策に乗れるものとも考えにくい形

も実はあると思います。 

 その中で、今国が示す、理解が求められやすい補助率が、なぜ今回、町が10％、地元負



－21－ 

担が５％、なぜ町が12％であるものが10％、２％を自分のものとし、言葉はちょっと語弊

があるかもしれません、地元負担８％が３％になるべきものが５％なのか。なぜこうなっ

たのか。先ほど申し上げましたとおり、国・県のガイドラインについても、国・県等々の

負担は変わらず、地元負担優先となっているようなガイドラインでなかろうかと思います。

この点について、何か財政難という言葉の中で、町民に内容もわからず下げましたよ、下

がりましたよと言うだけで前へ進めることに対して、一言町長の言葉を聞きながら、これ

でいいのか、町長の言葉を賜りたいと、このように思います。 

 以上です。 

○議長（近岡義治君） 町長 中野茂一君。 

〔町長 中野茂一君 登壇〕 

○町長（中野茂一君） それでは、５番 川崎議員の質問にお答えさせていただきます。 

 ほ場整備事業分担金について問われたわけでございます。ほ場整備事業分担金につきま

しては、先ほどの提案理由の説明の中でも述べさせていただきました。これに係る分担金

の変更については、国において、望ましい農業経営の確立と効率的な営農を実現するため

にと、県営ほ場整備事業に対する国費の負担率を、これまでの50％に５％上乗せし、55％

に改正したということは、さきの全員協議会でもお話をしてきたわけでございます。そし

て、その考え方や負担率の配分方法につきましても、国・県からのガイドラインが示され

ておりますので、そのガイドラインに基づいての負担率であるということも説明をさせて

いただいたわけでございます。 

 その詳細につきましては、いま一度、担当課長から説明をさせますので、よろしくお願

い申し上げたいと思います。負担率については、今回の条例改正のとおりでございますの

で、内容につきましては、担当課長から説明させます。 

○議長（近岡義治君） 農林水産課長 鍛治一良君。 

〔農林水産課長 鍛治一良君 登壇〕 

○農林水産課長（鍛治一良君） それでは、川崎議員も御承知のことでありますが、改め

て私のほうから、国・県により示されましたガイドラインについて説明をさせていただき

ます。 

 まず、このたびの改正では、中山間地域等法人の育成が進んでいない地域を中心として、

これら事業の推進と、基盤整備を契機に農業生産法人を育成し、望ましい農業の確立を図

ることを目的とした県営ほ場整備事業いわゆる農業法人型と、育成された担い手が生産性
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の高い、効率的な営農を実現するため、農地の面的集積を進めることを目的といたしまし

た県営ほ場整備事業いわゆる面的集積型の２つの形態に対しまして、国費の負担率を５％

上乗せする事業が新設されたところです。 

 これに伴い、それぞれの自治体においても対応が求められてきたところでございます。

上乗せされました国費５％の配分につきましては、県内各市町の動向を参考にしながら検

討してきたところでございますが、いずれも国・県により示されましたガイドラインを尊

重したいとの考えだと聞き及んでおります。よって、本町においても、そのガイドライン

に従い、国55％、県30％、町10％、そして今回の地元負担率５％と定めたものでございま

す。 

○議長（近岡義治君） ５番 川崎與一君。 

〔５番 川崎與一君 登壇〕 

○５番（川崎與一君） 今、課長の答えていただいた内容につきましては、先ほど町長も

申されましたとおり、中山間地型、今言われたとおり、国55％、県30％、町10％、地元負

担５％、これは今示されておる中山間地等の流れの中で確かに示されております。 

 しかしながら、私の言っているのは、今中山間地の一部、県の指導と国の指導とは、中

山間地においては若干のずれがあるようでございますけれども、今の級を信じて申し上げ

ますと、吉田等々についても中山間地ではなかろうか。県の見解は確かにそうなっておる

と思います。課長も確認すればわかると思います。それが中山間地の支援になれるのかど

うかはわかりませんけれども。 

 ただ、今集積云々は従来型８％でやったものが、それを生かすことによって３％になる。

町の補助率は変わりないと解釈するのが当然であると。その中に、町が従来12％であった

ものが10％に軽減され、さらに地元負担５％であるべきものが８％ということは、３％だ

け還元をされているという、数字で見る限りにおいてはそういう形のものが今回提案され

た中で見受けられると。 

 今、課長の説明したのはおっしゃるとおりで、そのとおりになっております。私の求め

た質問と若干ずれておるような形ではないかと私は判断するわけです。明快に答えてくだ

さい。それが町民、農家が裕福になり、さらには一本立ちになり、大いに町の活性化をし

ていただくというのが本来の目的ではなかろうかという思いもいたしますので、その点に

ついてもう一回答弁してください。次の中山間地についてはここに書いてあるとおりです。

何も問題ございません。 
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 以上です。 

○議長（近岡義治君） 町長 中野茂一君。 

〔町長 中野茂一君 登壇〕 

○町長（中野茂一君） 川崎議員にお尋ねいたします。 

 これ一般質問ですか、議案に対する質疑ですか。これはもう条例として議案に出ている

んですから、議案の質疑ということで、先ほどの質疑の中でやっていただければよかった

問題じゃないかなと思いますけれども、いかがなものですか。 

○議長（近岡義治君） ５番 川崎與一君。 

〔５番 川崎與一君 登壇〕 

○５番（川崎與一君） 町長の言葉は何とも味気ない。その言葉がそのままテレビに流れ

るわけでございます。その中で、今の言葉は少し町民に対する寂しい言葉ではないかなと

いうふうに思います。答えがないようですので、終わります。 

○議長（近岡義治君） 次に、12番 小島昌治君。 

〔12番 小島昌治君 登壇〕 

○12番（小島昌治君） 私は、日本共産党宝達志水町委員会を代表して４点にわたり質問

いたします。 

 今回の質問中心テーマは、３月に決められた平成20年度予算案、特に町民生活部門への

大なたが振るわれたことに対する町民から出された意見を参考に、その経過を踏まえ、そ

の是非を改めてお聞きするものであります。 

 まず、平成20年度宝達志水町国民健康保険税についてであります。 

 「年金が減り、国民健康保険の保険税が払えるかどうかはわからんようになってきた」、

「物価が軒並み上がって、これまで一生懸命払ってきた税金の納入に影響が出るかもしれ

ん」、こういう町民の声が、私たち日本共産党宝達志水町委員会に届けられています。最

近、こういう声が聞かれるようになってきた宝達志水町の国民健康保険世帯は、御存じの

ように、県内トップの国保税納税率を誇る自治体の方々であります。生活が苦しい中でも、

国保税の納税の意識の高さとその実践力が特徴的であります。この町民の思いにこたえる

ような国保運営を行うべきなのであります。 

 ところが、平成20年度宝達志水町国民健康保険税は、平成20年度予算の提案理由説明で

も明らかなように、後期高齢者医療制度の実施による影響を過大に評価したと思われる痕

跡があります。そして、国保税を上げなくてもいいのに、値上げをしたと言わざるを得ま
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せん。 

 そもそも後期高齢者医療制度が実施されて、老人保健拠出金のかわりに後期高齢者支援

金が創設されました。歳出額は、平成19年度老人保健に拠出していた２億5,500万円余り

が平成20年度の後期高齢者支援金の１億3,300万円余りに変わりました。平成20年度の老

人保健拠出金の3,000万円余りを足しても１億6,400万円にすぎず、平成19年度と平成20年

度の当初予算の比較で、9,000万円の歳出減は明らかであります。 

 また、歳入では、退職者医療制度による平成19年度の療養給付費等交付金の３億3,000

万円余りが、平成20年度には１億円足らずに減ったものの、前期高齢者交付金３億6,500

万円が平成20年度に新たに交付されていることから、平成19年度と平成20年度の当初予算

比較では、差し引き１億3,000万円の歳入増となっております。 

 そもそもが75歳以上の方の医療給付費は、平成19年度までは老人保健制度から給付され

ていて、国民健康保険が直接給付しているわけではありません。ですから、国保会計上の

給付費は、75歳以上の方が抜けても影響を受けないことに数字上はなります。しかし、我

が町においては、影響を受けないばかりか、後期高齢者医療制度が宝達志水町国保財政に

とっては、今述べましたように、大きなプラスになっているのであります。75歳以上の方

を犠牲にしたプラスですから、決して喜べるものではありませんが、事実の問題として指

摘しておきたいと思います。そうであるから、平成20年度の国保会計の歳入９款で、平成

19年度比で国保基金の繰入金を除くその他の繰入金を減少させているのだと思います。 

 私は、この状態、百歩譲っても、平成20年度の国民健康保険税は、医療分、介護分、後

期高齢者医療支援金分を加えても、平成19年度の国保税額と同じにする。そうやって様子

を見るということが、県内トップの国保税納税率を維持する町民の思いへの行政と議会の

誠意ではないでしょうか。このまま誤った保険税の値上げを放置すれば、町民の納税意欲

に影響が出ることが心配されます。町民の誠意に正面からこたえる行政が求められている

のではないでしょうか。 

 また、今回の保険税改定には、今述べた後期高齢者医療制度の導入によるものという理

由とともに、医療費が大きくなって国保基金がなくなってしまう、こういう理由も挙げら

れていました。しかし、それは平成19年度の10月、11月の一、二カ月間の医療費高騰を未

来永劫に続くかのようにみなした誤りによるものだと考えます。合併後、この議会で、そ

れぞれの旧町の国保税を低い自治体に統一しました。しかし、国保基金の数字に何の変わ

りもなく、平成19年度決算となりました。変わったものといえば、次年度への繰越金の額
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が減ってきたことであります。 

 国保税は、ためることが目的ではありません。基金が余り変わりなく、繰越額が減って

きているというのは、保険税を全体的に引き下げたことが正しかったというあかしではな

いでしょうか。平成20年度の国保税の改定で、医療分、介護分、そして後期高齢者支援分

を加えて平成19年度と比較してみますと、資産割は確かに５％引き下げられたこのことは

別にして、所得割が合計7.13％から合計8.9％に、1.7％引き上げされ、均等割は３万

3,000円から計３万8,600円に、5,600円引き上げされ、平等割は３万4,000円から３万

7,600円に引き上げされました。これらは、少なくとももとに戻す必要があると考えます。 

 さて、平成19年度の決算が今月６月１日に明らかになりましたが、それに基づいてお聞

きします。 

 １点目は、平成20年度国保税条例改正理由が、今の時点に照らして正しかったのかどう

か、それぞれお聞きするものです。 

 ２点目は、改めてこの時点でお聞きしますが、厚生労働省の基金保有額の目安を当町で

はどれだけと置いているのか教えてください。 

 ３点目は、国民健康保険制度は、国民健康保険法で社会保障及び国民保健の向上に寄与

することを目的とする社会保障の制度なのであります。それは、加入者の実態が示してお

ります。特に、低所得者の方や、所得なしの方々の数の実態が昨年とどう変わっているの

かを教えてください。 

 ４点目は、総額で少なくとも平成19年度の国保税額に戻す必要があると私は考えますが、

町長の考えをお聞きするものであります。 

 次の質問も、平成20年度予算における町民生活部門の切り下げが引き起こした問題につ

いてであります。 

 ごみステーション補助金削減が生じる問題についてであります。 

 昨年度から、プラスチック容器などの資源ごみと、小型電気製品などの燃えないごみの

収集日が同じ日になり、多くの町民を悩ませています。それは、プラスチック容器などと

金属類や陶器類などの燃えないごみが、収集日に、時にはステーションからあふれ返り、

雨の日には雨ざらしにさえなって、強風のときにはプラスチックの袋が舞い散りながら、

ごみ収集業者とともに周辺住民に大きな負担を強いるものとなるときもあるからでありま

す。 

 また、それがごみステーションを汚す状態になるときもあります。しかし、それはごみ
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収集後の町民の清掃によって清潔が保たれています。それは、基本的には、日常の安心し

てごみが出せる、ごみステーションがあって初めて成り立つことができるのであります。 

 平成20年度予算では、ごみステーションの町の設置補助金が削減されました。そのため、

ある区では、ごみステーションの適切な設置ができなくなるとの意見が聞かれました。ま

た、本来、ある区では、大型のステーションを設置しなければならない場所に、町の予算

の都合上、小型のステーションしか設置しなかったケースもありました。このことは、宝

達志水町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の第３条にある、廃棄物の適正な処理や町民

への協力の推進のための町長の責務が放棄されていることにつながるのではないでしょう

か。 

 また、第５条や第９条に、ごみステーションの利用者の責任が書かれてありますが、こ

れまでどおりの大きなごみステーションがあれば散らからなかったのに、町のステーショ

ン補助金カットがステーションの小型化を生じ、ごみの散乱を招いたとなれば、ステーシ

ョンを清潔に保とうという町民のボランティア意欲の低下につながるのではないでしょう

か。 

 宝達志水町廃棄物の処理及び清掃に関する条例は、地方自治法との関係でも町長の責務、

事業者の責務、そして町民の責務について書かれてありますが、第３条の２にあるように、

町長が町民や事業者の啓発を図り、その参加や協力の推進に努めることなのであります。

そうであるなら、町民の協力を得られるような配慮が求められるのではないでしょうか。

ごみステーション設置への補助金が必要なのではないでしょうか、お聞きいたします。 

 次に、後期高齢者医療制度に伴う障害を持つ方への医療費助成と、高齢者の健診につい

てお聞きするものであります。 

 後期高齢者医療制度は、時がたてばたつほどその化けの皮がはがれていくようでありま

す。日本共産党は、この制度が国会で議論し始めた2000年の国会附帯決議当時から反対を

している唯一の政党でありますが、最近になり、自民党の尾辻秀久元厚労相も、「所得の

低い皆さんに対する保険料の配慮が十分でなかったことが反省点だった」と発言し、堀内

光雄自民党元総務会長や中曽根元首相なども、この制度を批判しています。 

 私は、一番の問題は、この制度が日本国憲法に違反する制度であるということでありま

す。年齢によって医療を差別することは、法のもとの平等を規定した憲法第14条に反する

ということです。また、わずかな年金収入しかない人から保険料を天引きで取り立てるこ

とは、生存権を保障した憲法第25条に反します。 
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 ことし75歳になる人は、昭和８年生まれ。12歳で敗戦を迎え、悲惨な空襲体験のある人

や、肉親の多くを戦争で失った体験を持っている方々であります。同時に、戦後の国民皆

保険制度を支えてこられた世代の方々であります。昭和36年、この方々が28歳のときに国

民皆保険制度が確立し、昭和48年、40歳のときには、老人医療費が無料化されました。現

役時代は、高齢者の医療にしっかり貢献されてきた方々であります。 

 その方々が、今、年をとり、病気になるリスクを大きく抱えた途端に、それまで入って

いた医療保険から切り離され、負担を強いられるばかりか、75歳という年を重ねただけで

受ける医療も差別される、こんな理不尽な制度はありません。この差別医療制度が国会で

撤廃されることを強く望むべく、そのために運動するものであります。今回の質問は、こ

の後期高齢者医療制度にかかわって生じた問題についてであります。 

 65歳から74歳までの障害を持つ方は、後期高齢者医療制度に入るかどうかの選択性とな

りました。しかし、石川県は、県民の声を無視して医療費助成を後退させ、それに応じて

県内市町村も助成を後退させました。我が町もその一つです。 

 幾つかの町で県の後退分をカバーしました。その結果、後期高齢者医療制度に加わらな

い人で、３級障害者の方で65歳から69歳までの方が、これまで医療費助成を受け、負担が

なかったのが、４月からは重い負担をすることになった方もおられます。障害を抱えなが

ら働いて家族を扶養している方にとっては、大変な負担となりました。しかし、後期高齢

者医療制度に加われば、外来時や入院時での医療差別がありますから、状況に応じて判断

しなければなりません。 

 さて、こういう状況にもかかわらず、町は65歳から74歳までの障害を持つ人、後期高齢

者医療に入るよう指導していたような形跡があります。なぜそうしたのかをお聞きしたい。

後期高齢者の方の入院制度をどう見ていたのかも含め、お聞きするものであります。 

 また、もし今回医療費負担が生じた方々が、昨年度のように町の負担も加わり、医療制

度を受けるとしたら、幾らの予算が必要になるのかお聞きします。 

 そして、３級障害を持つ方に、県内半分の自治体が行っている昨年度までの医療費助成

を、県の肩がわりも含めて町はすべきだと思いますがいかがでしょうか、町長にお聞きし

ます。 

 次に、後期高齢者医療制度に加入している方の健康診断についてお聞きします。 

 後期高齢者医療制度において、健康診断は実施義務の対象から外されました。しかし、

今年度に関しては、全都道府県で健康診断が行われますが、慢性疾患で入院中の人を健診
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対象から外すよう政府は求めております。石川県もこの流れに傾いていそうであります。

しかし、健康診断で早期発見をし、それに基づいて早期治療を行う大切さは、年齢に関係

がありません。もし石川県後期高齢者広域連合で、後期高齢者医療制度に入っている方で

慢性疾患の方が健康診断を受けられないときは、町が実施すべきだと思いますが、その意

思はおありかどうかお聞きするものであります。 

 ４点目は、６月５日の議会全員協議会で渡された宝達志水町耐震改修促進計画について

質問いたします。 

 今回の質問は、この計画についての質問の第１回目であります。昨年９月議会での地震

の問題についての到達点に立ってお聞きするものであります。 

 まず、どのような力の地震が起こる可能性があるのかという問題であります。朝日新聞

５月26日付に、中国の四川大地震を起こしたと見られる活断層帯は、実は死んだ断層だと

専門家たちがそう考えていたことがわかりました。約２億年前から6500万年前までの白亜

期やジュラ紀、三畳期などの中生代、ちょうど恐竜がいた時代に主に活動し、1000万年前

以降は活動が低調だった断層だったそうであります。これが動いて中国・四川大地震を引

き起こしたのであります。 

 日本の地震調査委員会が、地震の発生確率や規模を調べているのは、約200万年前、新

世代の第４期の活断層以降であります。地震の活動期を迎えている我々は、ここからの教

訓を導かなければなりません。私たちの住む宝達志水町は、国道159号線に沿って邑知潟

断層帯、石動山断層が走っています。また、坪山八野断層や高松の野寺断層もその断層帯

の構成要素であります。この断層の評価を少なくとも正しくする必要があります。日本の

活断層という書物や、2005年３月に、政府の機関でもある地震調査研究推進本部いわゆる

推本というところでありますが、発行している文書もあります。 

 これから、私は少なくとも震度７に耐えられる建物を建設することだと思います。中

国・四川大地震での教訓もそうでありますが、子供たちの痛ましい被害を避けなければな

りません。そのために公共施設の耐震補強が一刻も早く求められております。 

 さて、宝達志水町耐震改修促進計画によると、想定される地震は、長さが40キロで、そ

の力はマグニチュード７という邑知潟断層帯と書かれております。これに間違いはありま

せんか。 

 また、震度７に耐えることができない町の公共施設の名称を求めます。公共施設の緊急

な耐震補強または建て直しが求められているという認識はおありか。もしそうなら、緊急
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なアクションが求められると思いますがいかがでしょうか、町長にお聞きします。 

 以上。 

○議長（近岡義治君） 町長 中野茂一君。 

〔町長 中野茂一君 登壇〕 

○町長（中野茂一君） 12番 小島議員の御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、第１点目の国民健康保険税についてでございます。 

 平成20年度国民健康保険税については、１億5,000万円余りという基金があるというこ

とで、それを財源として国保税を引き下げてはどうかとの問いではなかったかと思います。

ここ二、三年の国保会計における基金の推移と現在の状況、そして今後の見通しにつきま

しては、後ほど担当課長から詳細にお答えさせていただきます。 

 私は、年間医療給付費が12億4,200万円という規模の平成20年度国保会計において、御

指摘の１億5,000万円余りという基金残高は、一たびインフルエンザ等が猛威を振るえば、

たちどころに１億円という医療給付費が必要となる現状から見ても、大変心細い額だと認

識しております。 

 また、平成17年度当初には、基金と繰越金を合わせ、２億5,000万円余りありましたが、

実質基金額もこの３年間で１億円減少し、平成20年度当初には、先ほども申し上げました

が、１億5,000万円余りというじり貧状態の現状からいたしましても、今ここでこの基金

を財源として保険税の引き下げについては、到底できないと考えております。 

 もっとも、今後、医療費の引き下げなど、医療費給付に何らかの変化が生じ、国保会計

が現在の赤字から黒字へ転換し、基金残高が２億円、あるいはまた２億5,000万円とふえ

る状況となりましたときには、国保運営審議会において、今後の状況についてよく検討し

ていただいた上で、国保税を引き下げることも可能であると、こう考えております。 

 次に、２点目のごみステーション設置補助金の復活についての御質問でありますが、こ

の補助金の削減につきましては、国における三位一体の改革に伴う我が町の財政難から、

町の各補助金の見直しを行ったことによるものであります。町民の各界各層に対し、御協

力をお願いしてきているところでありますので、御理解賜りたいと思います。 

 次に、３点目の後期高齢者医療制度導入に伴う障害者医療費の助成と、高齢者健康診査

についての質問でございますが、担当課長の答弁と関連をいたしますので、すべて担当課

長から答弁をさせていただきます。 

 次に、４点目の宝達志水町耐震改修促進計画についての御質問のうち、震度７に耐えら
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れない公共施設の名称と、今後の耐震補強策に関する質問についてお答えいたします。 

 まず、最初に、震度７に耐えられない公共施設の名称についてでありますが、現在お示

ししております町の耐震改修促進計画におきましては、昭和56年６月以降に建設あるいは

また建築された特定建築物を耐震性ありといたしております。これを震度で置きかえて申

しますと、大体震度５から６弱に耐えることができるものを想定して、耐震性ありとして

いるところであります。 

 そんな中にあって、この基準を超える、震度７に確実に耐えることができる公共施設は

何かと聞かれますと、それは現在、我が町において新築もしくは耐震補強工事を行いまし

た小学校５校と南部保育所ということになります。 

 そこで、反対に、震度７に耐えられない公共施設の名称は何かといいますと、今ほど申

し上げました小学校５校と南部保育所以外の公共施設については、震度７に耐えられない

可能性があるとお答えすることになりますが、これまた確実に震度７に耐えることができ

るのか否かは、耐震診断等の調査を行った上でないとわからないと思っております。また、

現在の計画では、震度５から６弱に耐えられるものを耐震性ありとしていることも踏まえ

て御理解賜りたいと思います。 

 公共施設に対する早急なる耐震補強策と、建て直しの必要性に対する認識についての御

質問でございますが、中国・四川省の大地震の例を見るまでもなく、公共施設の耐震補強

の重要性については十分に認識しております。 

 そこで、私は、これまでも公共施設の耐震補強策には積極的に取り組んできました。新

町になって大変厳しい財政状況にもかかわらず、４つの小学校体育館と１つの校舎の耐震

化、そして１つの保育所の改築に取り組んできたことは、議員もよく御承知のことと思い

ます。 

 そこで、今後の対策でありますが、限られた財源の中にあって大変厳しい状況ではあり

ますが、今回の耐震改修促進計画のもと、耐震性なしと判断された施設を対象に、優先順

位をつけた上で、財源の許す範囲内において耐震補強に取り組んでまいりたいと、こう考

えておりますので、御理解賜りたいと思います。 

 以上で答弁を終わらせていただきます。 

○議長（近岡義治君） 健康福祉課長 柏崎三代治君。 

〔健康福祉課長 柏崎三代治君 登壇〕 

○健康福祉課長（柏崎三代治君） 小島議員の御質問にお答えいたしたいというふうに思
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います。 

 まず、１点目でございますけれども、平成20年度の国保税についてであります。 

 まず、基金保有額の基準であります。この件につきましては、平成12年度国民健康保険

の保険者の予算編成について（通知）でございますけれども、その中において、過去３カ

年の保険給付費の平均５％以上を積み立てることとされております。しかし、現在では、

地方分権により権限が地方に移譲されたことにより、各自治体の裁量に任されております。

また、当町における基金の割合については、12％となっております。 

 それとまた、平成19年度との年間所得階層の違いについてでございますけれども、平成

20年度の課税標準額でございますけれども、７月１日に確定することから、所得階層及び

軽減世帯の比較については、現段階ではちょっと把握はできておりませんので、御了承を

お願いいたしたいというふうに思っております。 

 それで、先ほど町長の答弁にもございましたとおり、国民健康保険の今までの基金の概

要でございます。平成17年度当初につきましては、基金は１億7,600万円余りございまし

た。繰越金7,950万円余り、合計いたしまして２億5,590万円余りの合計額でございました。

平成18年度につきましては、基金はそのまま変わらず、利息を積み立ていたしまして、１

億7,640万円余りでございますけれども、繰越金については4,900万円余りでございます。

合計いたしまして２億2,550万円という数字になっております。単年度を比較いたしまし

ても、ここで3,000万円余り減額になっております。また、平成19年度の当初でございま

すけれども、基金についても１億7,640万円余りでございますし、繰越金についても1,756

万円という形になっております。合計いたしますと、１億9,400万円余りとなっておりま

す。ここで単年度を比較いたしますと、3,100万円余りの減額という形になっております。

また、ちなみに、平成20年度の当初予定でございますけれども、基金といたしまして、１

億5,300万円余りという形になってきております。国保税は以上です。 

 それと、２点目の、後期高齢者医療制度に伴う障害者医療費助成についてのものでござ

います。特に、障害を持つ65歳から74歳の方に対しまして、後期高齢者医療制度に入るよ

うに町のほうとして指導していたというような形でございますけれども、町といたしまし

ても、この制度によるものについては、個人の選択によるものでありまして、町としてや

るようにというような指導はしてございません。 

 それと、先ほど３級障害のある方の医療費無料制度を実施している市町、自治体といた

しましては９市町ございます。それとまた、３級障害の医療費制度の廃止についてという
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形でございますけれども、町といたしまして、財政事情、それと県内の市町の動向などを

考慮いたしながら、２分の１の御負担をお願いしたものでございます。そういった中にお

いて、現在としてももとに戻すというようなことは考えておりません。 

 それと、次に、75歳以上の健診等についてでございます。確かに議員の言われるとおり、

40歳から74歳までについては特定健診、75歳以上については健康診査という形を今現在も

行っております。また、40歳から74歳までの特定健診については、内臓脂肪型肥満に着目

した生活習慣病予防のための健診及び保健指導を、まず医療保険者、例えば国保の保険者

に義務づけてきたものであります。また、75歳以上の健康診査については、議員の言われ

るとおり、いろいろな生活習慣病とかそういったものの疾病を早期発見し、必要に応じて

医療に定めていくというのが目的でございます。そのことにつきましては、今現在でおき

ますけれども、石川県の後期高齢者医療広域連合、それと全市町が協議した結果、全市町

として委託して実施するということになってきておりますので、御了承をお願いしたいと

いうふうに思います。 

 以上でございます。 

○議長（近岡義治君） 環境安全課長 高松守成君。 

〔環境安全課長 高松守成君 登壇〕 

○環境安全課長（高松守成君） 環境安全課でございます。小島議員の御質問にお答えい

たします。 

 ごみステーションの設置補助金の削減についてで、１点目のごみステーションの設置補

助金が平成20年度にカットされたとの問題に、町民の声が生じているかということでござ

います。議員の御指摘のとおり、ごみステーションの設置助成金は、合併後、年間二、三

地区に対して助成をしておりました。適正な受益者負担の観点から、平成20年度から廃止

しております。この補助金につきましては、区長会総会の席上にて御説明いたしましたこ

とに加え、広報及びケーブルテレビにおいても周知を図っております。現在、これに対し

ての苦情等については寄せられておりません。 

 ２点目の宝達志水町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の第９条は、ごみステーション

の管理について書いてあるが、ごみステーションの設置補助金が同９条違反をつくり出す

ことになっていないかについては、宝達志水町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第９条

は、ごみステーションの管理についての規定をしております。 

 第１項では、町長が収集場所を指定することなどについて規定し、第２項では、ごみス
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テーションの利用者に対し、ごみを分別し、飛散、流出などがないよう容器に収納するこ

とを求めており、また、第３項では、利用者みずからがごみステーションの清潔さを保つ

努力を求めています。 

 以上のように条例では、ごみ収集場所の指定と適正な管理についての規定であり、当該

補助金の廃止が条例に違反することにはならないと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（近岡義治君） 建設課長 土上 猛君。 

〔建設課長 土上 猛君 登壇〕 

○建設課長（土上 猛君） 建設課のほうから小島議員の御質問に対し、１点目の想定さ

れる地震の震源断層規模が長さ40キロで、マグニチュード7.0という邑知潟の断層帯とい

うのは確かか。その根拠は何かという御質問でございます。 

 石川県には49カ所の活断層があるとも言われております。いつ能登半島地震クラスの大

地震が発生しても不思議ではないと言われておりますが、そのうちの１カ所であります邑

知潟の断層帯でございますが、この断層帯は、先ほど御質問の中にもございました眉丈山

の第１断層あるいは第２断層、あるいは石動山断層とか、そういった細かい断層が６カ所

ほど集積しまして邑知潟断層帯と言っているわけでございます。その邑知平野の北東から

南西約40キロに延びているとも言われております。 

 しかし、今後30年以内に震度６弱以上の揺れに見舞われる確率は、0.1から３％とも言

われております。こうした情報につきましては、先ほど御質問の中にも出てきましたが、

文部科学省研究開発局地震・防災研究課の中にございます地震調査研究推進本部及び石川

県の地域防災計画の資料にも記載されております。信頼性の高いものと確信しております。 

 また、マグニチュード7.0につきましても、県の地域防災計画によるものであり、あく

までも想定での数値を記載してございますので、御理解賜りたいと存じます。 

 以上でございます。 

○議長（近岡義治君） 12番 小島昌治君。 

〔12番 小島昌治君 登壇〕 

○12番（小島昌治君） 再質問いたします。 

 間違いをちょっと指摘しておきますけれども、先ほど町長が３年間で基金が１億円減っ

ていると言いましたけれども、基金と繰越金、これを含めて１億円減っているということ

ですね。そこをちょっと確認しておきたいと思います。 
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 今、町長が、それを含めて２億5,000万円ぐらいたまったら引き下げがあり得るという

ことを言われました。ちょっとびっくりしましたけれども、これは根拠があるんですか。

これまで、ここ20年間、インフルエンザがはやったら大変だ、大変だと言って、はやって

もそんな基金とか医療費というのは、そんなにかかってないんです。後のところで相殺さ

れて結局余り変わらないんです。日ごろの大体の値上がりでしかこれまで、この20年間で

すよ、私の知っているこの20年間はそうしかないんです。でも、いつも、何でか知りませ

んけれども、値下げしたくない方々は、大変だ、大変だと。どこかグリム童話か何かにオ

オカミ少年というのがありましたけれども、そういうふうに思えて仕方ないんです。私の

この20年間の実績、私の実績というよりも医療費の実績、宝達志水町の旧志雄地域、押水

地域、そういうのはないんですよ。 

 ですから、先ほど、厚労省が５％出して、それが今地方でそれぞれ決めなさいというふ

うになっている。そのとおりなんですけれども、この５％が否定されたわけじゃないです

けれども、この５％でこの20年間やってこれたんですよ、この基金額で。それを急にとい

うか、また大変だ、大変だと言って、町民の大変な生活実態があるのにもかかわらず、値

下げする財源が十分にあるにもかかわらず、値下げしないというのはどうかなと思います。

今町長言われた、国保基金が２億5,000万円になったら変える可能性があるという法的根

拠は何か、ちょっとこれをお聞きするものであります。これ１点目。 

 もう一点目は、健康福祉課長にですけれども、後期高齢者医療制度は本当に高齢者にと

ってはひどい制度ですよ。しかし、国保財政にとっては、今さっき一番最初に指摘しまし

たように、ひどいことに国保財政にとっては、これプラスになっているでしょう、はっき

り言って。ここの見解、ここの認識がおありかどうか、ちょっとそれをお聞きするもので

す。 

 そして、３点目にお聞きするんですけれども、ごみステーションの問題で、町民にいろ

いろ集めるところは、それぞれまた万雑とか、それぞれの寄附とか集めて自分らでつくれ、

そういう協力を求めているというふうに町長は言われましたけれども、実は、いろいろな

区民の方に聞いてみましたら、区長さんらにも聞いてみましたら、そういうことを頼まれ

た覚えはない、そういう返事でした。恐らくそういう答弁が出てくると思って聞き回った

んです。 

 やっぱりこの財政、平成20年度の予算を決めるときに、とにかくまず10％カットする、

ゼロシーリングからやる、この財政事情だけで、何も町民の状況とか理解とか、そこをま
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ず求めないで決めたというのが、それでそのまますっと通っていったというのが一番問題

だと思うんです。今町長言われました。協力を頼んで、それを納得したという方はおられ

たんですかどうか、それをお聞きします。 

 次に、後期高齢者医療制度の問題で、３級障害者の方ですけれども、実は65歳から74歳

まで、３級障害者の方じゃなくて障害を持つ方全般に言えるんですけれども、65歳から74

歳の方は、九十数パーセントという確率で後期高齢者医療制度へ移っているんです、宝達

志水町では。実は、先ほど言われました市とか町で、３級障害者の方々含めて独自に補助

している市町村では、後期高齢者医療制度へ移られた方というのは、率は低いんです。で

すから、先ほど課長が答弁されたように、意図的にそういう後期高齢者医療制度にやった

という覚えはないと言いますけれども、実際に現場ではそういうことがあったんじゃない

ですか。もう一度お聞きします。 

 そして、１・２級はいいんですけれども、もし３級の方が今までどおり医療費助成を受

けられて、病院で支払いなしになるには、480万円あったらいいのかどうか。だって削ら

れたのが、町負担分240万円で、恐らく県はそれと同じですから240万円、480万円あれば

無料制度が続けられるのかどうか、それをお聞きします。 

 最後の再質問ですけれども、耐震改修促進計画ですけれども、0.1％から３％だから地

震被害は起こらないんじゃないんです。一番最初に言いましたように、中国の四川大地震、

あれは専門家はゼロだったんです。地震は起きないと言っていたんです。起きないどころ

か、見向きもされんかったような断層なんですよ。その断層が、去年の９月議会でも言い

ましたように、今は地震の活動期なんです。思いもかけないようなそういう地震の被害が

起きるという構えを持っていないと、私は大変なことになるなと思っています。0.1から

３だから大丈夫じゃないんです。ゼロが起こったんですから、0.1から３がどれだけ大き

い数字かわかりますし。 

 それと、県の地域防災計画の中には、マグニチュード7.0と書いてありますけれども、

実はこれコピーしてきましたけれども、日本の活断層というやつとか、ここに邑知潟断層

帯の長期評価についてという、先ほどおっしゃられた推本、地震調査研究推進本部・地震

調査委員会というところがこういう、後でコピーをお渡ししますけれども、調査を出して

いるんです。その中にマグニチュード7.6と書いてあるんです。マグニチュードが１違え

ば、マグニチュード７とマグニチュード８では、地震の力はルートの1,000倍、32倍違う

んです、１つ違えば。ですから、0.6違えば大きな違いなんです。マグニチュード７のそ
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の大きさが、そのまま直接震度７に行くというのは珍しいんですよ。大抵マグニチュード

のほうがでかいんです。7.6であれば、７に行く可能性というのは広く大きいんです。 

 ですから、そのためにどういう被害が起きるかという、実際に活断層はあるわけですか

ら動くぞと。これもＢ級というやつです。阪神大震災を起こしたあの活動と同じ活動がこ

の邑知潟断層帯なんです。ですから、ここはもう一度、県の防災計画以外でもぜひ調べて

いただいて、はっきりさせていただくということが大事じゃないかなと思っているんです

けれども、それを最後にお伺いいたします。 

○議長（近岡義治君） 町長 中野茂一君。 

〔町長 中野茂一君 登壇〕 

○町長（中野茂一君） 小島議員の再質問であります。 

 国保税の引き下げについての、法的な根拠で引き下げするのかという質問でございます

けれども、法的な根拠はございません。先ほど申したとおり、基金の残高もじり貧状況で

あると。そんな中で、今後、医療費の引き下げなど、あるいはまた医療費、給付費が何ら

かの変化が生じた場合、２億円、あるいはまた２億5,000万円の基金が見込まれる状態に

なったときには、国保運営委員会に諮りながら、今後の引き下げも可能だということで答

弁させていただきました。御理解賜りたいと思います。 

 それから、ごみステーションの問題、これにつきましては、先ほど担当課長が申し上げ

たとおり、区長会等を通じながら、それぞれの補助金の見直しについての御理解を賜って

きております。その中で、一々この補助金についてということで説明したかしないかは、

私もはっきり覚えていませんけれども、補助金の見直しについては、区長会を通じて説明

をさせていただいておりますし、そういうことで御理解いただきたいと思います。 

○議長（近岡義治君） 健康福祉課長 柏崎三代治君。 

〔健康福祉課長 柏崎三代治君 登壇〕 

○健康福祉課長（柏崎三代治君） 小島議員の再質問にお答えいたしたいと思います。 

 まず、国保の中で老人保健の負担金がふえているのではないかという形でございます。

確かに今現在、計算すればそういう形に見えますが、前期高齢者交付金及び老人保健の交

付金等については、まず、前期高齢者交付金については、65歳から74歳までの国保の一般

被保険者と国保退職者の不均衡を解消するために、平成20年度から創設されたものでござ

います。 

 こういった中で、厚生労働省のほうから、全国の前期高齢者の加入率の高い市町村に対
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し、交付金として算定方法により計上いたしたものでございます。ただ、この数字は、こ

の数字そのまま入ってくるかということにつきましては、まだ不確定なものがございます

ので、よろしくお願いしたいというふうに思います。あくまでも、これは退職者制度が廃

止に伴っていく段階的な措置という形で、うちのほうはとらえております。 

 それと、２点目でございます。65歳から74歳までの方以外で、３級障害者の今の減額し

たものでございますけれども、確かに議員の言われるとおり、私どもは約200万円前後と

いう形で見込んでおりました。 

 以上でございます。 

○議長（近岡義治君） 小島議員さん、いいですか。建設課長の答弁要りますか。 

〔「はい」という声あり〕 

○議長（近岡義治君） 建設課長 土上 猛君。 

〔建設課長 土上 猛君 登壇〕 

○建設課長（土上 猛君） 小島議員の再質問でございますけれども、確かに0.1％から

３％という数字の予測はされておりますが、決して私どものほうはこれを無視するわけで

はございません。今後、いろんな担当課であります環境安全課とか、そういったところと

連携しながら、やはり今後の対策をいろんな形の中でとらえていきたいというふうに考え

ておりますので、御理解願いたいと思います。 

○議長（近岡義治君） よろしいですか。 

 以上で、通告のありました一般質問がすべて終了いたしました。 

 これをもって一般質問を終結いたします。 

 

◎委員会付託 

○議長（近岡義治君） お諮りいたします。議案第46号から報告第16号までの議案８件、

報告15件は、議案審査付託表のとおり、各常任委員会に付託することとしたいと思います。

これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」という声あり〕 

○議長（近岡義治君） 御異議ないものと認めます。したがって、議案第46号から報告第

16号は議案審査付託表のとおり、各常任委員会に付託することに決定いたしました。 

 

◎休会の議決 
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○議長（近岡義治君） お諮りします。委員会審査のため、６月13日から６月18日までの

６日間、休会としたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」という声あり〕 

○議長（近岡義治君） 御異議ないものと認めます。したがって、明６月13日から６月18

日までの６日間、休会とすることに決定しました。 

 

◎散  会 

○議長（近岡義治君） 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 なお、次回は６月19日午後２時から会議を開きますので、御参集ください。 

 本日はこれで散会します。 

 お疲れさまでした。御苦労さまでした。 

 

午後12時03分散会 
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午後２時16分開議 

 

◎開  議 

○議長（近岡義治君） ただいまの出席議員は14名であります。定足数に達しております

ので、６月12日の本会議に引き続き、これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 議事に入ります前に、６月12日の本会議で配付しました議案付託表の一部において、字

句の誤りがありましたので、訂正します。その訂正文書はお手元に配付のとおりです。 

 

◎委員長報告 

○議長（近岡義治君） それでは、日程第１ 委員長報告を行います。 

 さきに各委員会に付託いたしました議案について、審査の経過並びに結果について、特

別委員長及び各常任委員長より報告を求めます。 

 初めに、病院運営特別委員長 守田幸則君。 

〔病院運営特別委員長 守田幸則君 登壇〕 

○病院運営特別委員長（守田幸則君） 委員長報告。 

 今定例会において、当委員会に付託されました案件について、去る６月13日、病院運営

特別委員会を開催し、町執行部及び関係職員の出席を求めて審査いたしましたので、その

経過と結果について御報告申し上げます。 

 当委員会に付託されました案件は、審査付託表のとおりであります。 

 委員会では、導入機器やシステムの汎用性や耐用年数を過ぎた機器の存在、町内事業所

検診の受け入れ態勢など多くの質疑があり、活発な審査が行われました。 

 町当局から細部にわたる説明を受け、各議案を慎重に審査した結果、議案１件は原案の

とおり可決すべきものと決定し、報告１件は原案のとおり承認すべきものと決定いたしま

した。 

 以上、当委員会に付託されました案件の審査の経過と結果について御報告申し上げまし

たが、議員各位におかれましては、当委員会同様の御決議を賜りますようお願いを申し上

げまして、病院運営特別委員長報告といたします。 

○議長（近岡義治君） 次に、産業建設常任委員長 川崎與一君。 

〔産業建設常任委員長 川崎與一君 登壇〕 
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○産業建設常任委員長（川崎與一君） 委員長報告。 

 今定例会において、当委員会に付託されました案件について、去る６月13日、産業建設

常任委員会を開催し、町執行部及び関係職員の出席を求めて審査いたしましたので、その

経過と結果について御報告申し上げます。 

 当委員会に付託されました案件は、審査付託表のとおりであります。 

 委員会では、ほ場整備事業における法人組織化の時期や中山間地域の面積要件について、

そして耐震改修促進計画やクマ対策、下水道工事の発注等に関する多くの質疑があり、活

発な審査が行われました。 

 町当局からは細部にわたる説明を受け、各議案を慎重に審査した結果、議案２件は原案

のとおり可決すべきものと決定し、報告３件は原案のとおり承認すべきものと決定いたし

ました。また、法令に基づく報告３件の説明も受けました。 

 なお、審査の過程における附帯意見として、本日、梅雨入りが宣言されましたが、河川

やため池等の管理や住民の避難など、安全対策に万全の体制で臨まれたいとの意見が出さ

れました。 

 最後に、当委員会では、所管事務調査のため閉会中の継続審査について議長に報告し、

本会議において議決を願うことで委員各位の御了承をいただいたことも、あわせて報告い

たします。 

 以上、当委員会に付託されました案件の審査の経過と結果について御報告を申し上げま

したが、議員各位におかれましては、当委員会同様の御決議を賜りますようお願いを申し

上げ、委員長報告といたします。 

○議長（近岡義治君） 次に、教育厚生常任委員長 林 一郎君。 

〔教育厚生常任委員長 林 一郎君 登壇〕 

○教育厚生常任委員長（林 一郎君） 委員長報告。 

 今定例会において、当委員会に付託されました案件について、昨日、教育厚生常任委員

会を開催し、町執行部及び関係職員の出席を求めて審査いたしましたので、その経過と結

果について御報告申し上げます。 

 当委員会に付託されました案件は、審査付託表のとおりであります。 

 委員会では、命に直結する自動体外式除細動器の講習について、そして給食材料費の高

騰による給食費値上げ等、住民への影響や文化財保護費の保存経費等に関する多くの質疑

があり、活発な審査が行われました。 
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 町当局から細部にわたる説明を受け、各議案を慎重に審査した結果、議案３件は原案の

とおり可決すべきものと決定し、報告６件は原案のとおり承認すべきものと決定いたしま

した。 

 なお、審査の過程における附帯意見として、後期高齢者をめぐる医療制度の変革期にあ

り、住民への周知に努められたい。また、活用力向上モデル事業の推進に当たり、最大の

効果を得られるよう期待するとの意見が出されました。 

 最後に、当委員会では、所管事務調査のため閉会中の継続審査について議長に報告し、

本会議において議決を願うことで委員各位の御了承をいただいたことも、あわせて御報告

いたします。 

 以上、当委員会に付託されました案件の審査の経過と結果について御報告申し上げまし

たが、議員各位におかれましては、当委員会同様の御決議を賜りますようお願いを申し上

げまして、教育厚生常任委員長報告といたします。 

○議長（近岡義治君） 次に、総務常任委員長 岡野 茂君。 

〔総務常任委員長 岡野 茂君 登壇〕 

○総務常任委員長（岡野 茂君） 委員長報告。 

 今定例会において、当委員会に付託されました案件について、昨日、６月18日に総務常

任委員会を開催し、町執行部及び関係職員の出席を求めて審査いたしましたので、その経

過と結果について御報告申し上げます。 

 当委員会に付託されました案件は、審査付託表のとおりであります。 

 委員会では、積極的な町ＰＲを望む意見、古墳の湯の利用形態や安易な再値上げはでき

ない、そして寄附行為に対する感謝状の交付など、住民生活に直結する多くの質疑があり、

活発な審査が行われました。 

 町当局から細部にわたる説明を受け、各議案を慎重に審査した結果、議案４件は原案の

とおり可決すべきものと決定し、報告４件は原案のとおり承認すべきものと決定いたしま

した。 

 また、法令に基づく報告２件の説明も受けました。 

 最後に、当委員会では、所管事務調査のため閉会中の継続審査について議長に報告し、

本会議において議決を願うことで委員各位の御了承をいただいたことも、あわせて御報告

いたします。 

 以上、当委員会に付託されました案件の審査の経過と結果について御報告申し上げまし
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たが、議員各位におかれましては、当委員会同様の御決議を賜りますようお願いを申し上

げまして、総務常任委員長の報告といたします。 

○議長（近岡義治君） 以上で委員長報告は終わりました。 

 

◎委員長報告に対する質疑 

○議長（近岡義治君） 次に、委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」という声あり〕 

○議長（近岡義治君） 質疑がないようですので、これで委員長報告に対する質疑を終わ

ります。 

 

◎討  論 

○議長（近岡義治君） これから、議案全般にわたっての討論を行います。討論はありま

せんか。 

 12番 小島昌治君。 

〔12番 小島昌治君 登壇〕 

○12番（小島昌治君） 日本共産党宝達志水町委員会を代表して、平成20年第２回定例会

に上程されました議案中、議案第51号 緑地面積率等条例案及び議案第52号 町温泉施設

条例改正案及び報告第14号 専決第11号 町税条例の一部改正案について反対し、討論す

るものであります。その他の予算案については賛成するものであります。 

 議案第51号の趣旨は、工場立地における緑地面積の割合の低下を定めようというもので

あります。土地のない都会の真ん中での工場立地ならいざ知らず、対象工場用地の周りに

多くの土地がある当町では必要のない条例であり、かつ企業の社会的責任を縮小させる条

例案であります。よって、反対するものであります。 

 議案第52号は、石川県の関係規定の改正による古墳の湯の利用料金の値上げ改正案であ

ります。総務常任委員会での議案の説明によれば、改正理由が、町財政の厳しさというこ

とでありました。利用者はほとんどが高齢者であり、町内外の利用者比率は、大体６対４

ということであります。高齢者に、特に町の高齢者に財政の厳しさを転嫁すべきでないと

いうことを進言するものであります。古墳の湯は、町高齢者にとっては大事な交流の場所

であり、くつろぎの場所となっています。年金が減らされ、税金や公共料金の年金からの

引き落としが有無を言わさず行われている中で、高齢者の方々に経済的な不安なしに、安
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心してくつろいでいただく場所の利用の充実のために、無料の入浴券の配布などを行って

いくことを提案するものであります。 

 報告第14号 専決第11号 宝達志水町税条例の一部改正案についてですが、ふるさと納

税での住民税控除や株の配当、譲渡益の軽減税率の廃止、住宅に係る固定資産税の減額措

置の適用延長など、評価できる点はあるのですが、平成21年10月より、住民税の年金から

の特別徴収制度を導入しようという項目があります。税制の民主主義に反する項目だと思

います。認めるわけにはいきません。 

 以上。 

○議長（近岡義治君） ほかに討論ありませんか。 

〔「なし」という声あり〕 

○議長（近岡義治君） 討論なしと認め、これにて討論を終結いたします。 

 

◎採  決 

○議長（近岡義治君） これより採決に入ります。 

 議案第46号 平成20年度宝達志水町一般会計補正予算（第１号）から議案第49号 平成

20年度国民健康保険志雄病院事業会計補正予算（第１号）までの議案４件を一括して採決

します。 

 本案に対する委員長の報告はいずれも可決です。議案第46号から議案第49号までの議案

４件は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」という声あり〕 

○議長（近岡義治君） 御異議なしと認めます。よって、議案第46号から議案第49号まで

の議案４件は委員長報告のとおり可決されました。 

 

○議長（近岡義治君） 次に、議案第50号 宝達志水町男女共同参画審議会設置条例につ

いてを採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。議案第50号は委員長報告のとおり決定すること

に御異議ありませんか。 

〔「異議なし」という声あり〕 

○議長（近岡義治君） 御異議なしと認めます。よって、議案第50号は委員長の報告のと

おり可決されました。 
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○議長（近岡義治君） 次に、議案第51号 宝達志水町企業立地促進法第10条第１項に基

づく緑地面積率等条例について及び議案第52号 宝達志水町温泉施設条例の一部を改正す

る条例についての議案２件を一括して採決します。 

 この表決は起立により行います。 

 両案に対する委員長の報告はいずれも可決です。議案第51号及び議案第52号は委員長の

報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（近岡義治君） 起立多数です。よって、議案第51号及び議案第52号は委員長報告

のとおり可決されました。 

 

○議長（近岡義治君） 次に、議案第53号 宝達志水町農林水産事業分担金等徴収条例の

一部を改正する条例についてを採決します。 

 本案に対する委員長報告は可決です。議案第53号は委員長報告のとおり決定することに

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」という声あり〕 

○議長（近岡義治君） 御異議なしと認めます。よって、議案第53号は委員長の報告のと

おり可決されました。 

 

○議長（近岡義治君） 次に、報告第２号 専決処分の報告について、専決第２号 平成

19年度宝達志水町一般会計補正予算（第７号）から報告第９号 専決処分の報告について、

専決第９号 平成19年度宝達志水町下水道事業会計補正予算（第５号）までの報告８件を

一括して採決します。 

 本案に対する委員長の報告はいずれも原案承認です。報告第２号から報告第９号までの

報告８件は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」という声あり〕 

○議長（近岡義治君） 御異議なしと認めます。よって、報告第２号から報告第９号まで

の報告８件は委員長報告のとおり決定されました。 

 

○議長（近岡義治君） 次に、報告第10号 平成19年度宝達志水町一般会計予算繰越明許
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費繰越計算書の報告についてから報告第12号 平成19年度宝達志水町下水道事業会計予算

繰越明許費繰越計算書の報告についてまでの報告３件は、地方自治法施行令第146条第２

項及び150条第３項、そして地方公営企業法第26条第３項の規定による報告でありますの

で、御賢察の上、御了承願います。 

 

○議長（近岡義治君） 次に、報告第13号 専決処分の報告について、専決第10号 宝達

志水町国民健康保険条例の一部を改正する条例についてを採決します。 

 本案に対する委員長報告は原案承認です。報告第13号は委員長報告のとおり決定するこ

とに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」という声あり〕 

○議長（近岡義治君） 御異議なしと認めます。よって、報告第13号は委員長の報告のと

おり決定されました。 

 

○議長（近岡義治君） 次に、報告第14号 専決処分の報告について、専決第11号 宝達

志水町税条例の一部を改正する条例についてを採決します。 

 この表決は起立によって行います。 

 本案に対する委員長の報告は原案承認です。報告第14号は委員長の報告のとおり決定す

ることに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（近岡義治君） 起立多数です。よって、報告第14号は委員長報告のとおり決定さ

れました。 

 

○議長（近岡義治君） 次に、報告第15号 専決処分の報告について、専決第12号 宝達

志水町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを採決します。 

 本案に対する委員長の報告は原案承認です。報告第15号は委員長の報告のとおり決定す

ることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」という声あり〕 

○議長（近岡義治君） 御異議なしと認めます。よって、報告第15号は委員長報告のとお

り決定されました。 
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○議長（近岡義治君） 次に、報告第16号 宝達志水町土地開発公社の経営状況について

は、地方自治法第243条の３第２項の規定による報告でありますので、御賢察の上、御了

承願います。 

 

◎各委員会の閉会中の継続調査申し出について 

○議長（近岡義治君） 次に、各委員会の閉会中の継続調査申し出についてを議題といた

します。 

 各常任委員長及び議会運営委員長から、議会会議規則第75条の規定によって、各委員会

の所管事務及び所掌事務調査のため、閉会中の継続調査の申し出があります。 

 お諮りいたします。各常任委員長及び議会運営委員長からの申し出のとおり、閉会中の

継続調査とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」という声あり〕 

○議長（近岡義治君） 御異議なしと認めます。したがって、各常任委員長及び議会運営

委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 

 

◎閉議・閉会 

○議長（近岡義治君） 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。 

 会議を閉じます。 

 平成20年第２回定例会を閉会いたします。 

 どうも御苦労さまでございました。 

 

午後２時40分閉会 



－49－ 
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